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産業建設部まちづくり・建築課  

  

住環境の向上をめざして 

狭あい道路整備事業を実施しています。 

はじめに 

私たちの生活に密着した道路は、災害時の避難路を確保し、住み良い環境を

守る上で重要な役割を果しています。しかし、塩竈市内には、幅 4．0m 未満

の狭あい道路がたくさんあります。このような道路は、消防活動や救急活動、

交通、日照、通風などの住みやすい環境を作るうえで障害となっています。  

そこで、塩竈市では、快適な生活空間、災害に強いまちづくりをめざして、  

『狭あい道路整備事業』を行っています。  

 
 昭和２５年に制定された建築基準法により、幅員４．０ｍ以上の建築基準法の道路
に敷地が接していなければ、建築物は建築（新築、増築、改築等）できません。ま
た、４．０m 未満の道路に接する敷地で建築する場合は、道路の中心から２．０m 後
退した線を道路の境界線とみなし、その境界線から後退して建築しなければなりませ
ん。  
 
 このように建築を行うごとに後退していくことにより、沿線の道路が将来において
は、４．０m 以上の幅員を確保することが法律の目的です。  
 
 しかし、法律が施行されてから半世紀以上経った現在でも、４．０m への拡幅がな
されないままの状況です。  
 
 こうした問題を解決するために、建築の機会をとらえ、後退する敷地について測量
等を実施し、4．0m の道路幅員を逐次確保していくことで、良好な市街地  
の形成と住環境の向上をはかり、災害に強いまちづくりを図っていくものです。  

狭あい道路整備事業とは？ 

市民の皆様のご理解をお願い致します。 
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⚫ 公道・私道を問わず、幅員４．０m 未満の道路（建築基準法 42 条 2 項の道路等）です。その道路に接して建築を行うときに

は、整備事業の対象となります。 

 

 

 

⚫ 後退する土地に接する道路が公道の場合、後退した土地は、寄附または無償使用の承諾をお願いしています。また、私道の場

合は無償使用の承諾をお願い致します。以上の条件の場合は、後退する土地の測量、分筆、登記の費用は、市が負担します。 

ただし、寄附及び無償使用承諾のない場合や土地の売買、事業用の建築敷地の場合は、建築主等の負担でこれらをおこなって

いただきます。 

⚫ 後退する土地に門、塀、擁壁、枡、樹木、植栽等がある場合は、建築主の負担で撤去していただきます。また、後退した土地

は、現在の道路と同等の整備をお願いしています。なお、除去費用及び舗装工事費用の一部を市が補助します。（塩竈市狭あい

道路整備補助金要綱をご参照ください。） 

⚫ 宅地の保全として設置する擁壁の築造等は建築主等の負担となります。また、後退した土地の固定資産税及び都市計画税は、

非課税となります。 

⚫ 電柱等その他の支障物件がある場合は、建築主等は電柱等の管理者と協議の上、支障とならない箇所に移転をしていただきま

す。 

 

 

 

⚫ 自己所有地へ自身の居住を目的とした（これに類するものを含みます。）一戸建ての住宅等を建築する場合は、塩竈市狭あい

道路整備要綱（平成 7 年 9月 19 日告示第 68 号。以下「整備要綱」という。）に基づく、狭あい協議を実施していただきま

す。別紙の「狭あい道路整備事業の流れ」をご参照いただき進めてください。 

⚫ 上記以外（法による事業地内の建築や土地売買、事業用の建築物を建築する場合など）であっても、建築基準法に基づく道路

後退は必要となります。協議の対象外ですが、建築基準法第１２条第５項に基づく報告書の提出が必要です。必要な時期に「狭

あい道路拡幅整備協議完了報告書」に添付書類を添え、ご提出ください。 

⚫ 整備要綱に基づく申請により、公費負担で測量等業務を進める場合でも、申請者（もしくは代理者）に実施していただく作業

がございます。別紙の「狭あい道路整備事業の流れ」をご参照ください。 

 

 

 

⚫ 狭あい協議や測量等は時間を要します。６０日以上かかることもありますので、建築計画に合わせ早めに進めていただくよう

にお願い致します。 

 

 

 

⚫ 塩竈市産業建設部まちづくり・建築課指導係 022-364-1126 までお願いします。 

対象になる道路は？  

 

事業の内容は？  

建築主等が行っていただくその他の内容は？  

建築計画が決定し次第速やかに協議をしてください。  

問合せ先  
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狭あい道路整備事業の流れ 

 申請者 塩竈市 必要書類 注意事項 

事
前
準
備 

建築計画 

狭あい道路の確認・境界及

び現況幅員等の現地調査 

 

 

●後退用地の取扱予定選択 

①寄附（公道の場合） 

②無償使用承諾 

③私所有管理（※３） 

 
 
 
 
■道路種別の判定 
(不明な場合は、現地調査も
実施) 
 
狭あい整備事業対象 
（測量等公費負担）の確認
（※１） 
（※２） 

◎相談時には 

⚫ 案内図（住宅地図等） 
⚫ 公図の写し（コピーでも良い

が縮小しないもの） 
⚫ 対象地や道路など相談内容に

合わせた写真 
 

※参考例ですので、状況に合わ
せた相談資料をご用意くださ
い。 

 
（※１）自己所有地への自身の居住
を目的とした一戸建ての住宅等（一
部併用住宅を含む。）を建築する場合
は、公費負担対象です。 
 
（※２）法による事業地内や土地売
買や事業用の建築敷地等の後退用地
確定作業は公費負担対象外です。 
 
（※３）後退用地について、私所有
管理で道路使用の承諾をしない場合
は公費負担対象外 
 
上記(※２)及び(※３)による場合は、
建築確認申請前に、建築基準法第１
２条第５項に基づく報告書として
「完了報告書」の提出が必要です。 

狭
あ
い
協
議 

協議書提出 

 
 
 
 
 

境界立会い通知連絡作業

（※４） 

承諾印押印持回り作業 

 
後退用地取扱の確定と同意
書または承諾書の提出 

寄附の場合は、土木課あて
道路工事等承認申請も！ 

狭あい道路整備補助金申請 

 

補助金決定通知書受領 

工作物等の除去工事 

舗装等の工事 

 

工作物等除去工事等完了届提出 

※完了報告書提出の場合も除去
工事等完了後提出が必要です。 

 

協議書受付 

(公社)宮城県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会へ測量業務
依頼（※５） 
 
 
土地家屋調査士による 
・現地調査 
・境界立会の実施 
・境界等確定図作成 
 
 
公道の場合、道路管理者によ
る寄附受入れ可否の判断 

 

同意書または承諾書の受付 

補助金申請受理審査 

 

補助金額の決定 

 

 

 

 

工作物等除去工事等完了届受理 

境界杭の設置 

分筆・地目変更登記 

確定図等納品 

◎協議書提出時には 

⚫ 狭あい道路整備協議書 
⚫ 位置図 
⚫ 配置図（工作物等がわかる

もの） 
⚫ 公図の写し 
⚫ 委任状 
⚫ 門、塀、擁壁等の現況写真 
※全ての●印一式で 2部提出
（1部コピー可） 

◎寄附か無償使用承諾か 

◼ 後退用地寄附同意書 
◼ 後退用地無償使用承諾書 
※■印のいずれか 

◎除去、舗装工事等あれば 

⚫ 狭あい道路整備補助金交付
申請書 

⚫ 除去予定の工作物等の図面
等 

⚫ 道路工事等承認書一式もし
くは舗装工事に係る図面等 

※変更等あれば… 
⚫ 狭あい道路整備補助事業変

更(中止・廃止)申請書 

◎工事が完了したら 

⚫ 工作物等除去工事等完了届 
⚫ 除去工事等施行中・完了後

の写真 
※補助金交付申請済みであれば
●印 

 
（※４）測量等公費負担の場合で
も、以下は申請者作業です。土地家
屋調査士の案内に従ってください。
なお、実施できない場合は別途費用
にて土地家屋調査士へご依頼くださ
い。 
①境界立会いの際の関係人への通知
連絡 
②作成された境界等確定図への承諾
押印の持回り作業 
 
（※５）内容は、道路及び協議地の
関係権利者との境界及び狭あい道路
の中心線の確定協議です。 
 
測量業務(分筆・補助)方針 
 寄附 無償使

用承諾 
私管理 

公道 ○ ○ × 
有 有 無 

私道  ○か× × 
 有 無 

 ○：公費測量を実施する 
 ×：公費測量を行わない 
 有：除去整備補助対象とする 
 無：除去整備補助対象としない 
 
※補助を受けての後退用地自主整備
を実施しない場合は、市の方針によ
り市整備の可否を判断します。（整備
する場合でも相当の時間がかかりま
す。） 

協
議
完
了
後 

・寄附の場合（※６） 

所有権以外の権利の抹消 

所有権移転書類提出 

 

補助金請求書提出 

 

指定銀行口座への振込 

 

 

所有権移転書類受領 

所有権移転嘱託登記 

 

請求書受理 

 

支払処理 

 

◎後退用地寄附なら 

⚫ 登記原因証明情報兼登記承
諾書 

⚫ 印鑑登録証明書 
※印鑑登録証明書は３ヶ月以内
のもの 

◎工作物等除去等あれば 

◆ 塩竈市狭あい道路整備事業
補助金請求書 

※補助金交付申請済みであれば
◆印を提出 

 
（※６）寄附する後退用地に所有権
以外の銀行の抵当権等の権利がある
ときは、分筆・地目変更後、速やか
に所有権以外の権利者の承諾を得て
抹消してください。 
 
所有権移転書類 
①登記原因情報兼承諾書 
②印鑑登録証明書(3ヶ月以内のもの) 

備 
 

 

考 

  (実線)は、整備要綱に
基づく狭あい協議に関する
事項です。 
  (破線)は、工作物等除
去等補助金に係るフローで
す。補助金は対象が無い場
合、手続き不要です。 
※補助金請求書提出から指
定銀行口座への振込には、
３週間程度時間がかかりま
す。 

上記の区分は以下のとおり 
  (青)：塩竈市 
  (緑)：土地家屋調査士 
 
 

◎公費負担対象外の時は 

●狭あい道路拡幅整備協議完了
報告書 
●狭あい道路拡幅協議確定図 
●印鑑登録証明書 
●土地登記簿謄本（後退用地） 
●地積測量図（後退用地） 
●公図●中心及び後退標の写真 
●後退用地整備計画書 
※全ての●印一式で 2部提出
（1部コピー可） 
 

 
◎狭あい協議完了後に建築確認処分
が可能となります。ただし、上記の
標準的流れによらないケースもあり
ますのでご確認ください。 
 
●市による後退用地の舗装工事等
は、整備計画による工事以外は、原
則として実施いたしません。宅地の
出入りに舗装等の表層をご要望の場
合は、自主的に整備する必要があり
ます。 

 

※寄附の場合は、事前の
土木課あて道路工事等承
認申請をお忘れなく！ 


